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行政  

小牧市地域協議会に関する条例（案）について 

１  地域協議会の設立を進める背景                             

１）地域の絆力の低下  

近年、都市化の進展やライフスタイルの変化、価値観の多様化などにより地域住民

同士の交流が減少し、地域の絆力が低下傾向にあります。  

２）少子高齢化・人口減少の進行  

高齢化や核家族化が進み、ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯が増えていくと、

災害や介護に対する不安が高まったり、日常生活での困りごとが増えるなど様々な問

題が深刻化していきます。少子高齢化の進行により、生産年齢人口が減少するため、

税収減少、福祉関連経費の増加が予想されます。  

 

 

行政の力だけでは安心して暮らし続けられる地域づくりをしていくことは困難にな

ることが予想されます。本市では区をはじめ、地域の各種団体や住民が連携・協力し

て支え合い・助け合いの地域づくりを行う「地域協議会」の設立を進めています。  

 

 

２  「地域協議会」って何？                                  

概ね小学校区単位で組織され、区をはじめ、民生・児童委員、学校関係者など学区

の中で活躍される様々な方が一堂に会して話し合いを行い、地域課題の解決などに向

けて、知恵と力を出し合っていく組織です。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区長  

区長経験者  

民生・児童委員 

福祉関係者  

学校運営協議会 

PTA  

地域活動団体  

その他  

・地域課題の話し合い 

・課題解決事業（防災・福祉等） 

・交流促進事業（イベント等） 

地域協議会  

人的支援  

財政支援  

事業計画  
提案 ・報告  

※「地域協議会」組織イメージ  
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３  地域協議会の設立・活動状況                           

現在、１６小学校区中８小学校区で設立されており（平成３１年３月現在）、それぞ

れの地域に合った事業を実施しています。  

 

①  地域の課題に関する話し合い（地域づくりミーティング）の開催  

②  地域づくりの目標等をまとめた計画（地域ビジョン）の策定  

③  地域づくり事業の企画・実施  

・課題解決事業  

  様々な地域の課題解決のための事業を企画・実施します。  

  （例：防災、防犯に関する活動、高齢者の生活支援活動、子育て支援活動  等）  

・交流促進事業  

  地域住民が交流し、つながりを深めるためのイベント等を企画・実施します。  

  （例：各種スポーツ大会、各種レクリエーション、まつり  等）  

 

番号 
小学校区名  

設立年月日  
これまでに実施した主な事業  活動写真  

１  
陶小学校区  

平成 26 年 3 月 2 日 

  学区防災訓練  

  包括サロン  

  住民交流夏まつり  

  陶っ子ドッヂビー大会  等  

 

 

 

 

２  
篠岡小学校区  

平成 27 年 4 月 5 日 

  学区防災訓練  

  避難所運営マニュアルの作成  

  しのおか  おたすけ隊  

  しのおか・さわやかウォーキング  

  もちつき大会・クリスマス会  等  

 

 

 

 

３  
小牧原小学校区  

平成 28 年 4 月 24 日 

  学区防災訓練  

  防犯パトロール  

  あいさつ運動  

  新春ジョギング大会  

  ゆるキャラ作成  等  

 

 

 

 

 

４  
大城小学校区  

平成 29 年 6 月 25 日 

  学区防災訓練  

  夕涼み会  

  大 城 小 学 校 区 ミ ュ ー ジ ッ ク フ ェ

スティバル 2018 等  

 

 

 

 

 

▲包括サロン  

▲しのおか  おたすけ隊  

▲防犯パトロール  

▲ ﾐｭｰｼﾞｯｸﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ  

地域協議会の主な活動  
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番号 
小学校区名  

設立年月日  
これまでに実施した主な事業  活動写真  

５  
本庄小学校区  

平成 30 年 2 月 25 日 

  学区防災訓練  

  ほ っ と す ぽ っ と （ ブ ー ス 出 展 ）  

等  

 

 

 

 

 

６  
味岡小学校区  

平成 30 年 3 月 24 日 

  防災事業  

・学区防災訓練  

・避難所運営ゲーム  

・港防災センター見学会  

・防災リーダー育成支援  等  

 

 

 

 

 

７  
光ヶ丘小学校区  

平成 30 年 11 月 10 日 

  設立総会  

  地域づくりミーティング  等  

 

 

 

 

 

８  
小木小学校区  

平成 30 年 11 月 25 日 

  設立総会  

  設立記念コンサート  等  

 

 

 

 

 

 

４  なぜ「地域協議会に関する条例」をつくるの？                                   

■地域協議会の位置づけを明確にします  

本市では、市民が主体のまちづくりを基本理念として、小牧市自治基本条例を定め

ています。これらの条例に掲げられた理念を踏まえて、概ね小学校区で組織される地

域協議会の要件や活動内容などの位置づけを明確化します。  

■地域協議会の設立を推進し、活動の活性化につなげます  

地域協議会の設立目的や重要性などを広く周知することで、未設立の小学校区にお

いても、地域協議会の設立を進めるとともに、継続的に地域協議会の活動を支援して

いく根拠とするために、この条例を制定するものとします。  

 

 

▲ほっとすぽっと  

▲学区防災訓練  

▲設立総会  

▲設立記念コンサート  
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４  条例に定める主な内容                                                     

１  趣旨                                 

 この条例は、小牧市自治基本条例第１４条第１項に規定する地域自治組織のうち、

地域協議会に関し必要な事項を定めるものとします。  

 

２  区域等                                 

地域協議会は、概ね小学校区単位で設立された団体で、当該小学校区の市民により

構成され、かつ認定を受けたものをいいます。一の小学校区につき、１団体に限り設

立することができるものとします。

３  認定の要件       

 地域協議会を認定する要件を、以下のとおり定めます。  

(1) 名称、事務所の所在地、代表者及び役員の選出方法や役割、予算決算その他必要

な事項が規約に定められていること  

(2) 代表者及び役員の選出及び運営が、規約や市の基準に基づき、公正に行われてい

ること  

(3) 区域内の市民※が、活動に自由に参加することができること  

※市内で住み、働き、若しくは学ぶ者又は市内で活動し、若しくは事業を行う個人、法人若しくは団

体をいいます（小牧市自治基本条例第２条第１項第１号に定義）。  

 

４  地域協議会の名称  

 地域協議会の名称は、小学校区名を冠するものとします。また、地域における特

色、既存団体の名称等を考慮し、通称名を設けることができます。  

 

５  地域協議会の構成員  

 地域協議会の構成員は、当該地域協議会の区域内の市民とします。  

 

６  地域協議会の活動                          

地域協議会は、次の活動を行うものとして、以下のとおり定めます。  

(1) 地域の課題に関する話し合い  

(2) 地域づくりの目標等をまとめた計画の策定  

(3) 地域の課題解決に関する事業の企画・実施  

(4) 区域内の市民の交流促進に関する事業の企画・実施  等  

(5) 他の地域協議会との連携及び協力して実施する活動  等  

  

７  地域協議会がしてはならない活動  

 地域協議会がしてはならない活動として、以下のとおり定めます。  
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(1) 宗教的活動  

(2) 政治的活動  

(3) 特定の個人又は団体が利益を受ける活動  

(4) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのある活動

 

８  地域協議会等への市の支援                          

 市は、地域協議会及び地域協議会設立準備委員会（地域協議会を設立するために発

足される準備組織）に対して、財政支援・人的支援等を行います。  

 

９  地域協議会の認定取り消し                          

 地域協議会の認定要件に該当しなくなった場合、又は活動してはならない活動を実

施したと認められる場合には、認定を取消すことができるものとします。  

 

10 委任                           

 条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めます。  

 

11 条例の施行時期                           

 条例の施行は、令和元年１０月 1 日を予定しています。  

 


